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岩手県における平成 30年度の取組等について 

１ 組織体制の強化について                             

(1) 交通政策室の設置 

   公共交通に関する施策の総合的な企画・調整等を実施するため、交通政策室を設置。 

(2) 特命課長（公共交通網形成）の配置 

    「岩手県地域公共交通網形成計画」の策定等にあたり、特命課長を配置。 

  現 行 

   ① 政策地域部地域振興室 

     地域振興室長    交通課長―室員 

               地域振興担当・県北沿岸振興担当 等 

   ② 県土整備部空港課 

     空港課総括課長―空港担当課長―空港担当職員 

  平成 30年度 

   ① 政策地域部交通政策室 

         交通政策室長    地域交通課長                   室員（鉄道等） 

                                              特命課長(公共交通網形成)     室員（バス等） 

               空港振興課長                          室員 

                        特命課長（国際線誘致） 

 

２ 岩手県地域公共交通網形成計画の策定について                   

岩手県地域公共交通網形成計画については、鉄道や高速バス、路線バス、コミュニテ

ィバス、タクシーなどの交通手段について、適切な役割分担を行い、相互の連携がとれ

た公共交通ネットワークに再構築することを目的に、平成 30年度に「岩手県地域公共交

通網形成計画」を策定する。 

【平成 29年度】 

 

 

【平成 30年度】 

 

 

【平成 31年度～】 

 

 

資料３ 

 岩手県地域公共交通活性化検討会議とりまとめ 

 岩手県地域公共交通網形成計画策定 

 網形成計画に基づく事業の実施 

 公共交通ネットワークの再

構築・利用促進等について

一部先行実施を検討。 
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委員：東北運輸局、各地区代表市町村交通担当部課長、公共交通事業者（鉄道・バス） 

担当役員等、公共交通事業関係者、道路管理者、公安委員会、住民・利用者、 

観光関係者、学識経験者、県交通政策室長、各広域振興局企画推進課長 等 

   道路管理者、 

 〇 主に市町村との検討・協議等を目的とする。 

 〇 委員：岩手運輸支局首席運輸企画専門官、各市町村交通担当部課長、バス事業者、 

各広域振興局企画推進課長、県交通政策室地域交通課長 等 

※ 必要に応じて鉄道事業者等が出席 

 

〇 主にバス事業者との検討・協議等を目的とする。 

 〇 委員：岩手運輸支局首席運輸企画専門官、バス事業者、各広域振興局企画推進課長、 

県交通政策室特命課長、等 

※ 必要に応じて鉄道事業者や有識者等が出席 

 

 (1) 計画策定の体制（案） 

岩手県地域公共交通活性化協議会（法定協議会） 

 

  

 

 

地域別部会 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  計画策定ワーキンググループ 

 

 

 

 

 (2) スケジュール（案）   ※地域部会等を開催した上で協議会を開催。 

年月 内容等 

平成 30年４月 第１回協議会（会議の設置、現状と課題、スケジュール等） 

５月  

６月  

７月  

８月  

９月 第２回協議会（基本方針・目標、主要な施策・事業等） 

10月  

11月 第３回協議会（計画素案の検討等） 

12月  

平成 31年１月 第４回協議会（計画案の検討等） 

２月 パブリックコメントの実施 

３月 第５回協議会（計画の承認等）・国土交通大臣へ計画の送付 

 

盛岡地域 

盛岡市・八幡平市・滝

沢市・雫石町・葛巻

町・岩手町・紫波町・

矢巾町 

県南地域 

花巻市・北上市・遠野

市・一関市・奥州市・

西和賀町・金ケ崎町・

平泉町 

沿岸地域 

宮古市・大船渡市・陸

前高田市・釜石市・住

田町・大槌町・山田

町・岩泉町・田野畑村 

県北地域 

久慈市・二戸市・普代

村・軽米町・野田村・

九戸村・洋野町・一戸

町 


